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1. 医師会の入会必須設定について

1. 本設定の目的

本設定を行うことで、会員の入会申請時に設定を行った医師会および、その上層の医師会に対して、いずれの層

までの入会をするか制御することができます。また、退会時も本設定が有効になります。

例：日本医師会までの入会を必須としている場合、日本医師会のみ退会はできません。

2. 入会義務設定の例

郡市区等医師会が設定する場合

• 郡市区等医師会のみ入会を必須とする（デフォルトチェック ”オン”）

• 都道府県医師会 まで 入会を必須とする

• 日本医師会 まで 入会を必須とする

都道府県医師会が設定する場合

• ・都道府県医師会まで入会を必須とする（デフォルトチェック ”オン”）

• 日本医師会 まで 入会を必須とする

※上位層の医師会（例：日本医師会）の入会を必須とする場合は、当該上位医師会にて設定を行っていただく必要があります。
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2. 異動時における退会処理の制御

1. 異動時の退会有無の設定

本設定を行うことで、会員の異動申請時に退会処理を伴うか否かを制御することができます。

2. 設定例

郡市区等医師会が「退会させない」と設定している場合

• 会員区分の変更を伴う異動申請時、

当該郡市区等医師会の退会を行わずに異動が可能

都道府県医師会が「退会させない」と設定している場合

• 同一都道府県医師会内の郡市区等医師会間の異動において、

当該都道府県医師会および、設定により日本医師会も、退会処理を伴わず異動可能

補足

• 設定内容に応じて、医師会間の異動時の挙動が大きく異なるため、各医師会における設定の整合性が重要です。
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3. 規定の入会条件の設定方法

１）医師会事務局TOPから「環境設定」をクリックします

①「環境設定」をクリック

環境設定画面に遷移します
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③「保存する」
をクリック

②該当する入会条件
のプルダウンをクリック

２）該当する入会条件のプルダウンをクリックして保存します

3. 規定の入会条件の設定方法
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３）以上で設定完了です

＊＊＊件

3. 規定の入会条件の設定方法

※「保存する」をクリックすると

画面上部に「設定を保存しました」
と表示されます

以上で設定完了です
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3. 自医師会の入会条件と異なる医師会間での異動処理方法

１）医師会事務局TOPから「環境設定」をクリックします

①「環境設定」をクリック

環境設定画面に遷移します
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③「保存する」
をクリック

②該当する選択肢
のプルダウンをクリック

２）該当する選択肢のプルダウンをクリックして保存します

3. 規定の入会条件の設定方法
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３）以上で設定完了です

＊＊＊件

3. 規定の入会条件の設定方法

※「保存する」をクリックすると

画面上部に「設定を保存しました」
と表示されます

以上で設定完了です
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以上、CSVの出力の流れになります
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